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１ はじめに

特許法第 36 条第 4項は，「前項第 3号の発明の詳細

な説明の記載は，次の各号に適合するものでなければ

ならない。」と規定しており，同項第 1号は，「経済産

業省令で定めるところにより，その発明の属する技術

の分野における通常の知識を有する者がその実施をす

ることができる程度に明確かつ十分に記載したもので

あること。」と規定している。

この規定は，明細書の発明の詳細な説明（以下，単

に「明細書」という）には，その発明の属する技術の

分野における通常の知識を有する者が発明を実施する

ことができる程度に，発明を記載しなければならない

こと（以下，「実施可能要件」という）を規定している。

そして，特許法施行規則第 24 条の 2（以下，「省令規

定」という）は，「特許法第 36 条第 4項第 1号の経済

産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決し

ようとする課題及びその解決手段その他のその発明の

属する技術の分野における通常の知識を有する者が発

明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載

することによりしなければならない。」と規定している。

したがって，省令規定をも考慮すれば，実施可能要

件は，明細書には，発明が解決しようとする課題（以

下，単に「発明の課題」という）等のその発明の属す

る技術の分野における通常の知識を有する者が発明の

技術上の意義を理解するために必要な事項を記載する

ことにより，その発明の属する技術の分野における通

常の知識を有する者が発明を実施することができる程

度に，発明を記載しなければならないことである。

ここで，規定上は「その発明の属する技術の分野に

おける通常の知識を有する者が発明を実施することが

できる程度」，「その発明の属する技術の分野における

通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解す

るために必要な事項」であるが，以下においては省略

して単に「発明を実施することができる程度」，「発明

の技術上の意義を理解するために必要な事項」などと

記述する。

２ 発明の課題の記載と発明の実施可能

では，明細書に発明の課題が記載されていない場合

（なお，明細書に記載された発明の課題が明瞭でない

場合をも含むのものとする）には，発明を実施するこ

とはできないか。

この点については，明細書に発明の課題が記載され

ていないとしても，必ずしも発明を実施することがで

きないとはいえない。すなわち，明細書の発明の実施
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明細書の発明の詳細な説明に発明の課題を記載しないときには，発明を実施することができない，とはいえ

ない。

また，特許法施行規則第24条の2に，「発明が解決しようとする課題……を記載することによりしなけれ

ばならない。」と規定されているが，明細書の発明の詳細な説明に発明を実施することができる程度に発明が記

載されていれば，明細書の発明の詳細な説明に発明の課題を記載しなくとも，実施可能要件を充足しないとは

いえない。この結果，特許法は明細書の発明の詳細な説明に発明の課題を必ず記載することを要求していない。

しかし，発明は本質的に発明の課題を有しているのであり，明細書の発明の詳細な説明に発明の課題を必ず

記載することを要求する条項を，特許法に規定すべきである。
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の形態に発明の内容が明確かつ十分に記載されていれ

ば，明細書に発明の課題が記載されていないとして

も，発明を実施することは可能である。

ちなみに，最近の判例(1)において，「前記（1）に引用

の本願明細書【0006】の記載部分は，本願発明の作用

効果について言及しているにすぎないものであって，

本願発明の実施方法について言及しているものではな

いから，仮に当該部分が明瞭でないとしても，そのこ

とは，当業者が本願発明を構成する部材のうち，特に

当該記載部分と関係する「ポリマー材料」及びこれに

関連する部材を製造することを不可能ならしめるもの

ではない。」，「本願明細書に接した当業者は，仮に前記

（1）に引用の本願明細書【0006】の記載部分が明瞭で

ないとしても，本件出願日当時の技術常識及び本願明

細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて，本願発明

における「ポリマー材料」及びこれに関連する部材を

製造し，もって本願発明を実施することができたもの

というべきであって，本願明細書は，本願発明の作用

効果について言及した当該記載部分が明瞭でないから

といって，法 36 条 4 項に違反するといい得るもので

はない。」と判示されている。

なお，この判例の事案においては，特許出願が平成

11 年 11 月 26 日になされているから，旧規定（平成 6

年法律第 116 号によって改正された特許法第 36 条 4

項）の適用があるが，旧規定と現行規定（平成 14 年法

律第 24 号によって改正された特許法第 36 条第 4項第

1号）とは実質上同様であると考える。

そして，この判例においては，明細書に発明の作用，

効果が適切に記載されていないからといって，発明を

実施することができないとはいえないと認定している。

さらに，発明の課題と発明の効果とは表裏の関係に

あることは周知である。ちなみに，審査基準(2)に，「発

明が解決しようとする課題についての明示的な記載が

なくても，従来の技術や発明の有利な効果等について

の説明を含む明細書及び図面の記載並びに出願時の技

術常識に基づいて，当業者が，発明が解決しようとす

る課題を理解することができる場合については，課題

の記載を求めないこととする」と記載されている。

このように，上述の判例においては，明細書に作用，

効果が適切に記載されていないからといって，発明を

実施することができないとはえいないと認定してお

り，しかも発明の課題と発明の効果とは表裏の関係に

ある。これらのことからも，明細書に発明の課題が記

載されていないとしても，必ずしも発明を実施するこ

とができないとはいえないことは，明らかである。

したがって，仮に省令規定を考慮しないとすれば，

明細書に発明の課題が記載されていないとしても，実

施可能要件を充足しないとはいえない。

３ 発明の課題の記載と省令規定

では，明細書に発明の課題が記載されていない場合

には，明細書の記載によって発明を実施することがで

きるとしても，省令規定が「発明が解決しようとする

課題……を記載することによりしなければならない。」

と規定していることを理由として，実施可能要件を充

足しないと判断することはできるか。

ところで，新法（昭和 34 年法律第 121 号をもって公

布された特許法）の明細書記載要件に関する当初規定

である特許法第 36 条第 4項は，「第 2項第 3号の発明

の詳細な説明には，その発明の属する技術の分野にお

ける通常の知識を有する者が容易にその実施をするこ

とができる程度に，その発明の目的，構成及び効果を

記載しなければならない。」と規定していた。そして，

明細書記載要件に関する規定は，平成 6年法律第 116

号によって実質的に現行規定に改正されている。

すなわち，当初規定においては，明細書記載要件

（発明の詳細な説明記載要件）は，発明を実施すること

ができる程度に，発明の目的，構成，効果を記載する

ことであった。したがって，当初規定における明細書

記載要件が直接要求していることは，明細書に発明の

目的，構成，効果を記載することであって，発明の目

的，構成，効果の記載の程度が，発明を実施すること

ができる程度であった。このため，当初規定において

は，明細書記載要件によって，明細書に発明の課題（発

明の目的と発明の課題とはほとんど同義であることは

明らかである）を必ず記載することが要求されていた。

これに対して，現行規定においては，上述の如く，

明細書記載要件は，明細書に，技術上の意義を理解す

ることができる事項を記載することにより，発明を実

施することができる程度に，発明を記載することであ

る。したがって，明細書記載要件が直接要求している

ことは，明細書に，発明を実施することができる程度

に，発明を記載することであって，省令規定は，発明

を実施することができるように，技術上の意義を理解

することができる事項を記載することを要求している

にすぎない。すなわち，省令規定が技術上の意義を理
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解するために必要な事項を記載することを要求するの

は，あくまでも発明の実施をすることができるように

するためである。換言すれば，省令規定が技術上の意

義を理解するために必要な事項を記載することを要求

しているとしても，明細書に，発明を実施することが

できる程度に，発明が記載されていれば，技術上の意

義を理解することができる事項を必ずしも記載する必

要はない。

このため，省令規定が技術上の意義を理解するため

に必要な事項を記載することを要求しているとして

も，明細書の記載によって発明の実施をすることがで

きるのであれば，明細書に発明の技術上の意義を理解

するために必要な事項が記載されていなくとも，実施

可能要件を充足する。したがって，明細書に発明の課

題が記載されていない場合であっても，明細書の記載

によって発明を実施することができるときには，省令

規定が「発明が解決しようとする課題……を記載する

ことによりしなければならない。」と規定しているこ

とを理由として，実施可能要件を充足しないと判断す

ることはできない。

４ 発明の課題の記載を要求する規定

以上述べたように，明細書の記載によって発明を実

施することができるのであれば，明細書に発明の課題

が記載されていないとしても，実施可能要件を充足し

ないと判断することはできないから，特許法において

は，明細書に発明の課題を必ず記載することは要求さ

れていない。

しかも，審査基準(3)に，「請求項に係る発明が従来技

術との関連において有する有利な効果を記載すること

は委任省令要件として扱わない」と記載されているよ

うに，特許法においては，発明の効果を記載すること

も必ずしも要求されていない。

しかし，拙稿「明細書，図面に開示された発明」(4)にお

いて述べたように，「発明」は発明の課題および発明の

課題を解決するための解決手段を本質的に有している。

また，多くの判例(5)において，請求項に係る発明が

明細書に記載された発明の課題を解決することができ

ない場合には，特許法第 36 条第 6 項第 1 号に規定さ

れた要件（以下，「サポート要件」という）を充足しな

いと判示している。たとえば，最近の判例(6)におい

て，「特許請求の範囲の記載が，特許を受けようとする

発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを

要するとするサポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）に

適合することを要するとされるのは，特許を受けよう

とする発明の技術的内容を一般的に開示するととも

に，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲を

明らかにするという明細書の本来の役割に基づくもの

である。この制度趣旨に照らすと，明細書の発明の詳

細な説明が，出願時の当業者の技術常識を参酌するこ

とにより，当業者が当該発明の課題を解決できると認

識できる程度に記載されていることが必要である。」

旨判示されている。

このように，請求項に係る発明がサポート要件を充

足するか否かを判断するときには，明細書に記載され

た発明の課題を参酌するのであるから，明細書に発明

の課題が記載されていなければ，請求項に係る発明が

サポート要件を充足するか否かを判断することができ

ない場合が生じうる。

以上のことから，明細書に発明の課題を必ず記載す

ることを要求する条項を，特許法に規定すべきである。

ちなみに，明細書に解決手段を実施可能な程度に記

載しなければならないとするのが実施可能要件である。
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